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公益社団法人薬剤師認定制度認証機構 
令和 7 年度第 6回理事会 議事録 

 
1.日時：令和 8年 3 月 6日（金）10 時 30 分～12 時 36 分 
 
2.開催方式：対面会議と Zoom ミーティングのハイブリッド開催 
 会場： 航空会館ビジネスフォーラム 506 号室 
     東京都港区新橋 1-18-1 航空会館  TEL 03-6811-7017 

https://us06web.zoom.us/j/81710580707?pwd=QZJbvxWBclGglffYlaEfb3ct2oSJyY.1 

ミーティング ID  817 1058 0707   パスコード 406188 
3.出席者：  
（理 事） 青野由利＊、赤池昭紀＊、乾 英夫*、岩月 進＊、奥田真弘*、久保田理恵*、 

崔 吉道*、武田泰生（12:30 退室）、俵木登美子*、狭間研至*、吉田易範、 
和田光弘*、林 昌洋、安原眞人、 

（監 事） 森 和彦 
(顧 問) 吉田武美 
(来 賓) 木下徳康*薬事企画官、遠阪聡子*薬剤業務指導官（厚生労働省医薬局総務課） 
（事務局）松本宜明 事務局長、渡邊真知子 事務局長補佐、田中美香、安藤久仁恵*、  

鈴木春美、円城寺大樹*（円城寺大樹税理士事務所） 
 

4.議案： 
審議事項 
（１） 第 1 号議案 令和 8年度事業計画（案）に関する件 
（２） 第 2 号議案 令和 8年度収支予算（案）に関する件 
（３） 第 3 号議案 令和 8年度「会費の規程」（案）に関する件 
（４） 第 4 号議案 理事の辞任および選任に関する件 
（５） 第 5 号議案 役員候補者の選定方法に関する件 
（６） 第 6 号議案 令和 8年度定時社員総会に関する件 
（７） 第 7 号議案 G21 公益社団法人神奈川県薬剤師会の認証更新に関する件 
（８） 第 8 号議案 G14 北海道医療大学の認証更新に関する件 
 
5.報告事項： 
（１）令和７年度臨時社員総会（書面）の開催について 
（２）第 2 回薬剤師キャリア形成調査検討会（1月 7 日開催）について 
（３）代表理事及び業務執行理事（認証担当、総務担当）の業務報告について 
（４）令和 8 年度理事会の開催日について 
（５）その他 
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6.事前配布資料： 
（１） 第 1 号議案資料 令和 8年度事業計画（案） 
（２） 第 2 号議案資料 令和 8年度予算案および予算案内訳表 
（３）第３号議案資料 令和 8 年度「会費の規程」（案） 
（４）第 4 号議案資料 理事候補者履歴書 
（５）第 5 号議案資料 役員の選定方法について（令和 8 年 3 月 6 日理事会申合わせ案） 
（６）第 6 号議案資料 令和 8 年度定時社員総会（対面及び書面）の開催（案） 
（７）第 7号議案資料 G21 公益社団法人神奈川県薬剤師会の認証更新申請に関する評価

結果総括報告書他 
（８）第 8号議案資料 G14 北海道医療大学の認証更新申請に関する評価結果総括報告書

他 
（９）報告事項（1）資料 令和 7年度臨時社員総会（書面）議事録 
（10）報告事項（2）資料 第 2回薬剤師キャリア形成調査検討会について 
（11）報告事項（3）資料 代表理事及び業務執行理事（認証担当、総務担当）の業務報告 
（12）報告事項（4）資料 令和 8 年度理事会の開催日について 
（13）報告事項その他 資料 1-1 日本薬剤師研修センターからの照会 

資料 1-2 e-learningの視聴速度に関する考え方 
 
 
7.議事概要 
林総務担当理事が開会を告げ、本⽇の出席者について各理事を点呼により確認し、理

事総数 15名中 14名が出席し定款第 30条に基づく過半数に達しており理事会は成立し
ていることを告げた。森監事、吉田顧問が出席されていることを報告し、厚生労働省医
薬局総務課木下薬事企画官が出席予定であることを紹介した。 
安原代表理事より、薬剤師の生涯研修の質確保が求められる中で、本法人の果たすべ

き役割は益々大きくなっており、活動の方向性を定めて頂く理事会への出席に謝意表明
があり、本日の審議予定について説明された。 
総務担当理事が事前配付資料の確認を行った後、理事会規程第 5 条第 3 項に基づき

代表理事が議長となり議事を進めた。Zoomによる web 会議であることから、事前配布
資料を共有画面に示しながら説明及び審議を進めた。 
《審議事項》 
(1) 第 1 号議案 令和 8年度事業計画（案）に関する件 
代表理事より、事前配布資料（1）を用いて令和 8 年度事業計画書（案）が説明され

た。薬剤師・薬局に関する主な出来事を概説した上で、本法人は、生涯研修実施機関（研
修プロバイダー）、職能団体、学会、大学、行政等と緊密な連携を図り、社会や患者か
ら信頼される薬剤師の生涯学修の質の保証とさらなる向上を目指していくとした。その
ために、1) 評価基準及びその改善、普及に関連する事業、2) 各種認定制度を評価し、
認証する事業、3) 既認証の制度について、認証の更新を行う事業、4) 生涯研修制度の
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発足、運営等に関する支援、助言、5) 生涯研修制度の将来像及び在り方に関する必要
な検討と普及、6) 専門薬剤師認定制度に係る取り組みを実施する計画であることが説
明された。また、第 2次ビジョン委員会を継続設置し 10～20年後の薬剤師のあるべき
将来像に向けた生涯研修制度のデザインについて取りまとめることと、嘱託職員の増員
による事務局体制の強化を進める予定であることが説明された。 
質疑では、理事より評価基準及びその改善、普及に関連する事業を担う事業の進め方

について状況説明が求められた。代表理事より、フォローアップ小委員会を中心に調査・
検討を進めていることが回答された。 
理事より、調剤報酬に関連して認定薬剤師制度の重要性が高まるなかで、本法人によ

る第三者認証を受けた認定薬剤師と学会が認定する専門薬剤師の関係性について意見
が述べられた。代表理事より、本機構としてこれまで主に生涯研修認定薬剤師制度の認
証を担い、専門薬剤師については研究班や厚生労働省での検討が進んでいるとの回答が
あった。 
理事より、ビジョン委員会の動向及び専門薬剤師第三者認証の今後について状況説明

が求められた。代表理事より、薬剤師の卒後臨床研修に関して厚生労働省の委託事業に
おいて薬剤師キャリアパスを含め調査を行っており、調査結果を反映する形でビジョン
委員会の検討をとりまとめる予定であることが説明された。専門薬剤師第三者認証につ
いては、今後の厚生労働省の方針に沿って対応したいとの回答があった。 
監事より、専門薬剤師第３者認証の今後について５年毎の医薬品医療機器等法改正、

2 年毎の診療報酬改定が一つの目安となりうるとの発言があった。また、薬剤師業務に
おける AI の活用に関して早期の検討の必要性が指摘された。代表理事より、ビジョン
委員会でも指摘があり、ご助言を踏まえてさらに検討を進めたいとの回答があった。 
理事より、生涯学習制度の将来像に記載された実質的な免許更新制度との記載につい

て状況説明が求められた。代表理事より、実質的な免許更新制度であり国民の信頼を受
ける薬剤師としての研修認定更新を意図しているとの回答があった。 
議長から本議案について諮ったところ全員異議なく承認された。 
 

(2) 第 2 号議案 令和 8年度収支予算（案）に関する件 
代表理事の指名で、令和 8 年度収支予算(案)について、松本事務局長が第 2 号議案関

連資料に基づき説明した。新たな公益法人会計基準公布を受けて資料の簡素化を図った
との説明があった。令和 8 年度経常収益は計 33,701,000 円となり、収入では正会員年
会費が増額になっていること、支出では事務局強化に伴い給料手当支出が増額になる一
方で、委員会等の旅費交通費支出が減額になっていることが説明された。 
円城寺税理士より、法改正に対応した予算案の資料改定である旨の説明があった。 
議長から本議案について諮ったところ全員異議なく承認された。 
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(3)第 3 号議案 令和 8年度「会費の規程」（案）に関する件 
代表理事の指名で、第 3 号議案「会費の規程」（案）資料について、事務局長が説明

した。正会員は従来と同様の算定方法であり、特別会員については事前に確認を得てい
ること、また本議案は社員総会の議題となることが説明された。 
議長から本議案について諮ったところ全員異議なく承認された。 

 
(4)第 4 号議案 理事の辞任および選任に関する件 
代表理事より、青野理事より辞任届が提出されたことが報告された。定款第 12 条に

より理事及び監事の選任又は解任は社員総会の議決事項であること、また定款第 23 条
4 項により、理事又は監事は第 19 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了
又は辞任により退任下の後も、新たに選任されたものが就任するまでなお理事又は監事
としての権利義務を有することが確認された。 
次いで、青野理事の後任の理事候補について協議した。代表理事より、薬系ジャーナ

リストである北澤京子先生を理事候補として社員総会に諮ることが提案され、全員一致
で承認された。 
なお、定款第 23 条により、補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の

任期の満了までであることが確認された。 
 
(5) 第 5号議案 役員候補者の選定方法に関する件 
代表理事より、事前配布資料（5）を用いて役員の選定方法が説明された。令和３年

３月５日理事会申し合わせにおいて、推薦者の項に記載されていた必要と認められる団
体(当面、日本看護協会)の記載を削除するとともに、役員候補者選考にあたり留意すべ
き事項の項に記載された日本看護協会との記載を看護関係者に改めること、同項記載の
報道関係者の記載を報道・患者団体関係者に改定する案が提案された。 
理事より、薬剤師が実社会で接し恩恵を受ける立場の者を役員候補とすることの意義

について意見が述べられた。 
理事より、推薦者の項の記載における団体数の記載を割愛する提案があり削除するこ

ととなった。 
 理事より、社員数と認定プロバイダー数の関係及び定款との関連について質問があり、
現状について回答があった。 
議長から団体数の記載を削除した本議案について諮ったところ、全員異議なく承認さ

れた。 
 
(6) 第 6号議案資料 令和 8 年度定時社員総会（対面及び書面）の開催（案） 
代表理事より、事前配付資料（6）社員総会開催通知に基づき、社員総会の予定議題

が説明され、審議議案 4件と報告事項 2件とすることが承認された。 
 
(7) 第 7号議案 G21公益社団法人神奈川県薬剤師会の認証更新に関する件 
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代表理事より、第 7 号議案関連資料を用いて認証更新（２回目）の審査経過と G21
の認証更新を承認したいとの認定制度委員会の評価結果が説明された。 
 理事より、地域保健活動を研修として企画・評価し単位付与していることは高く評価
できるとの発言があった。 
議長から、G21の認証更新について諮ったところ、全員異議なく承認された。 

 
(8) 第 8号議案 G14北海道医療大学の認証更新に関する件 
代表理事より、第 7 号議案関連資料を用いて認証更新（３回目）の審査経過と G14

の認証更新を承認したいとの認定制度委員会の評価結果が説明された。認定制度委員会
では、各委員会の議事録を作成することと、認定証発給数増加対策を講じることを条件
に認証更新を適と判断したことが説明された。 
 理事より、地理的制約がある状況下、大学・同窓会が関わり的確に運営されており認
証について肯定的に考える発言があった。 
議長から、G14 の認証更新について諮ったところ、全員異議なく条件を付し承認され

た。 
 
《報告事項》 
(1) 令和７年度臨時社員総会（書面）の開催について 
代表理事の指名で、令和７年度臨時社員総会（書面）の開催について、事務局長が報

告事項（1）資料に基づき報告した。 
(2) 第 2 回薬剤師キャリア形成調査検討会（1 月 7日開催）について 
 代表理事より、1 月 7 日に開催した第 2 回薬剤師キャリア形成調査検討会について、
報告事項（2）資料に基づき説明した。３月 12日に第３回検討会を開催し薬剤師キャリ
ア形成に関するアンケート調査をふまえた検討を行い厚生労働省への報告書をまとめ
る予定であることが報告された。 
 木下徳康薬事企画官より、薬剤師を取り巻く環境が大きく変わり、薬剤師偏在、薬剤
師の確保、卒後臨床研修など様々な課題があり、その一環としてキャリア形成について
も検討を依頼している。厚労省では、こうした課題を大きな視点でとらえて環境変化が
進む中での薬剤師のあり方を描いており、今後検討会の開催などで具体化していくとの
発言があった。 
(3) 代表理事及び業務執行理事（認証担当、総務担当）の業務報告について 
代表理事より、報告事項（3）資料に基づき代表理事及び業務執⾏理事の業務報告に

ついて説明があった。 
 理事より、報告期間より過去日の記載について指摘があり削除することとなった。 
(4) 令和 8 年度理事会の開催日について 
代表理事より、報告事項（4）資料に基づき令和 8 年度理事会の開催日について説明

があった。 
(5) その他 
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代表理事より、報告事項（5）の資料 1-1、1-2 に基づき日本薬剤師研修センターから
の e-learning 視聴速度及び自己学習に関する照会と、本法人としての e-learning の視聴
速度に関する考え方について説明があった。 
 理事より、自己研修に関する回答について進捗の質問があり、代表理事より認証担当
理事、事務局員が訪問調査を進めており利点・問題点を整理して研修成果評価の在り方、
取得単位数における許容範囲等について検討を続けている旨の回答があった。 
 理事より、90 分 1 単位を基本とし倍速を認めない考え方に賛同する意見が述べられ
た。なお 45 分 0.5 単位等を認めている現状に配慮した記載とするよう意見があり現状
の運用に配慮した誤解のない記載とすることになった。 
 理事より、研修単位を取得が目的でなく、研修成果を国民に還元しうる職能が重要で
あり薬剤師全体の質向上につながる研修について本法人で推進して頂きたいとの発言
があった。 
 
代表理事より、次回の理事会について、5 月 28日(木)に対面と Web のハイブリッド

にて開催予定であることが告げられた。 
 
7．閉会 
以上の議事を終え、12時 36 分に対面と Zoomミーティングのハイブリッド会議を閉

会した。 
 
上記の決議を明確にするため、定款第 31 条第 2 項に基づき、出席した代表理事およ

び監事がこれに記名、押印する。 
 
 

令和 8年 3 月 6 日 
 
 
 

代表理事   安 原 眞 人   印 
 

 
監  事   森   和 彦   印 
 
 
 


